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第３章 土地・建物利用計画 

１ 土地・建物利用の前提 

（１）土地・建物利用の基本理念 

土地・建物利用のあり方は、地区の性格や環境・景観を方向づける重要なものです。 

皆さんで考えた方針に沿って、「石内の自然・田園を活かし快適に住まうことのできる住宅の

区域」や「生活環境を充実するための幹線沿道の区域」など、区域に応じてメリハリをつけたあ

るべき将来の像を描きながら、地区計画の策定にのぞみ、地域の資源となるような建物を建てて

いく必要があります。 

 

（２）地区の区分と、土地・建物利用の方針 

まちづくり計画の対象区域における区域の土地・建物利用の方針は、「２ まちづくりの方針」

（7ページ）などを踏まえて以下の５地域に区分します。 

○Ａ 農住共存地区 

（14,15ページの図の黄色の部分） 

優良な農地や里山などの地域資源を活かしながら、営農環境と良好な住宅・住環境が共存する

土地利用を目指す地区。 

○Ｂ 住宅地形成地区 

（14,15ページの図のオレンジ色の部分：五日市側） 

新たな開発・建築については、住宅を中心とすることにし、石内川の水辺の環境などを活かし

た良好な住宅・住環境の形成を目指す地区。 

○Ｃ 生活軸形成地区 

（14,15 ページの図の紫色の斜線の部分：県道原田五日市線（旧道）沿道）（道路端から概ね

30ｍの区域内） 

県道原田五日市線沿道において、周辺環境に配慮しつつ、住宅や生活利便施設等の立地を促進

し、身近な生活の利便性を高める地区。 

○Ｄ 地域軸形成地区 

（14,15ページの図の紫色の横線の部分：草津沼田線沿道）（道路端から概ね30ｍの区域内） 

草津沼田線及び石内バイパスの沿道の「地域軸」において、都市型住宅や生活利便施設等の立

地を促進して、土地の有効利用を図る地区。 

○Ｅ 地区拠点（生活拠点）形成地区 

（14,15ページの図の赤色の破線の円内：概ねの区域） 

幹線道路の交差点周辺等を「地区拠点」と位置付け、その利便性の良さを活かして商業・業務

施設、公益施設等の集積を促進し、拠点機能の向上を図る地区。 
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（３）土地・建物利用における留意点 

まちづくり計画の土地・建物利用の方針の設定に当たっては、ワークショップ（全体検討会及

び地区別検討会）などで出された意見、基本構想、石内バイパス沿道地区のまちづくり計画、西

風新都推進計画 2013 を基に、広島市の都市計画の方針と調整を図り、以下の用途地域等を想定

することにしました。 

 

◆想定している用途地域等 

区 分 想定している用途地域 容積率 建ぺい率 

○Ａ 農住共存地区 
第二種中高層 

住居専用地域 
１５０％ ５０％ 

○Ｂ 住宅地形成地区 

～五日市側～ 

第二種中高層 

住居専用地域 
１５０％ ５０％ 

○Ｃ 生活軸形成地区 

～県道原田五日市線沿道～ 
第一種住居地域 ２００％ ６０％ 

○Ｄ 地域軸形成地区 

～草津沼田線沿道～ 
第二種住居地域 ２００％ ６０％ 

○Ｅ 地区拠点（生活拠点）形成地区 
第二種住居地域 

(または近隣商業地域) 
２００％ 

６０％ 

(または７０％) 

 

地権者等で地区計画を策定する際には、まちづくり計画を元に、市街化区域に編入された際、

併せて指定される用途地域を見据えたものとすることが求められます。 
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なお、地区計画制度の活用を図る場合は、「広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準」

に基づく必要があります。このうち、石内地区に関わる主要な点を抜粋すると、次のようになります。 

 

広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準（抄）（令和3年8月12日一部改正） 

（適用区域の制限） 

第５条 次に掲げる地域は、原則として地区計画の区域に含めないものとする。 

（１）広島市開発技術基準（令和2年10月 1日）第２・２に掲げる地域 

※広島市開発技術基準第２・２に掲げる地域とは、土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険

区域などを指す。 

※（２）～（６）は省略 

(７) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年5月 8日法律

第57号）第４条第１項に規定する基礎調査等が実施されておらず、土砂災害特別警戒区域及び土

砂災害警戒区域の指定の見込みが明らかとなっていない区域 

※（８）は省略 

２ 前項に定めるもののほか、土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律第4 条第1 項に規定する基礎調査の結果等により、土砂災害警戒区域の指

定が見込まれる土地の区域を含む）については、地区計画の区域に含めないものとする。ただし、

当該区域を地区計画の区域に含めることがやむを得ないものとして認められる場合であって、地

区計画により、住宅並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用

する社会福祉施設、学校及び医療施設（同法施行令第６条で定めるものに限る。）の用途を制限

するときは、この限りでない。 

 

（基本要件） 

第８条 地区計画は、その周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における

計画的な市街化を図る上で支障がないと認められ、かつ、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める基準に適合するものでなければならない。 

（３）西風新都計画誘導型（一般タイプを除く。） 

ア まちづくり計画が作成されていること。 

イ 消防活動困難区域を含まないこと。 

※消防活動困難区域： 幅員６メートル以上の道路から直線距離で280メートルを超える土地の

区域をいう。 

※（１）、（２）及び（４）～（６）は省略 

 

 

【土砂災害などに対する留意】 

地区計画制度の活用を図る場合は、将来的に安全に暮らせるまちづくりの視点が不可欠です。 

 

広島県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害の恐れがある渓流や斜面の地形や土地利用状況など

について基礎調査を行い、その結果を元に被害の恐れのある区域として土砂災害特別警戒区域（レッド

ゾーン）、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）を指定しています。 

石内地区においては、平成28年6月16日に土砂災害警戒区域等が指定されました。 

 

従来の「広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準」において、土砂災害特別警戒区域（レ

ッドゾーン）が指定された地域は、原則として地区計画の区域に含めることができないとしていました



- 13 - 

が、8.20 豪雨災害を受け、広島市はこれを見直し、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）についても、

原則として地区計画の区域に含めないこととしました。 

なお、令和 3年 8月 12 日の改正により、土砂災害における地区計画の策定は、さらに厳しくなって

います。 

一般的に、地区計画の決定は、従前より自由に建物が建てられることにより、居住などの誘導を進め

ることにつながりますが、地区計画制度の活用にあたっては、一人一人が安全・安心なまちづくりを目

指して検討する必要があります。 

 

公表されている土砂災害警戒区域・特別警戒区域  （令和 6 年１月●日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広島県砂防課「土砂災害ポータルひろしま」より＞ 
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